
 

『令和６年度税制改正（20） グローバル・ミニマム課税』 
 

 新たな国際課税ルールへの対応として、グローバル・ミニマム課税について引き続き法制化が進めら

れる。ＯＥＣＤ及びＧ２０においてまとめられた、経済のデジタル化に伴う課税上の課題への解決策に関

する国際合意に基づくもの。 

１）所得合算ルール（ＩＩＲ）、軽課税所得ルール（ＵＴＰＲ）は外国に所在する法人等が稼得する所得を基

に課税する仕組み。課税対象と地方公共団体の行政サービスとの応益性が観念できないため法人住

民税・法人事業税は課税せず、現行の税率を基に法人税による税額と地方法人

税による税額が９０７：９３となるよう措置する。 

２）国内ミニマム課税（ＱＤＭＴＴ）は、内国法人等が稼得する所得を基に課税する

仕組み。応益性が観念できること等から、国・地方の法人課税の税率（法人実効

税率２９．７４％の内訳）の比率を前提とした仕組みとする。法人住民税・法人事業

税相当分は、地方法人税に含めて国で一括して課税・徴収し、地方交付税により

地方に配分する。これらを踏まえ、法人税による税額と地方法人税による税額が７

５３：２４７となるよう制度を措置する。 

 コロナ後の国境を越えたビジネスや人の往来の再拡大等を踏まえ、非居住者

の給与課税のあり方について今後検討を行う。 

 

『中小企業・小規模事業白書発表 災害対応と環境変化等を分析』 
 

 中小企業庁はこのほど、２０２４年版中小企業白書・小規模企業白書を閣議決定し公表した。第1 部で

能登半島地震の状況や、新型コロナウイルス感染症の影響と対応、中小企業の現状と直面する課題、

今後の展望について分析。第２部では、環境変化に対応して成長する中小企業や売上げの確保など

の経営課題に立ち向かう小規模事業者等について掲載している。中小企業の業況と経営課題に関し

ては、業況判断ＤＩは高水準で推移し、経済の状況が全体として改善する基調が継続された。また中小

企業の経営課題の内訳を見ると、売上不振のほか、原材料高や求人難の割

合が高い状況であると指摘。人手不足の深刻化と人材の供給制約に直面し

ているが、人材の確保と育成に注力することで、人材の定着や生産性向上に

もつながるとした。また業績に見合わない賃上げも目立つ。省力化への投資

や単価の引き上げ等が求められる。事業承継に関しては約半数が後継者不

在。ただ後継者決定後も経営能力の問題を抱えており、継続した課題が多く

みられる。企業の成長に向けて、人への投資（人材育成の取組等）のほかに

も、設備投資、Ｍ＆Ａ、研究開発投資といった行動が有効であり、取り組む中

小企業も増加していると言及。その他事例も豊富に紹介されている。 

             

出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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